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令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
は
２
月
２６
日
か
ら
３
月
２６
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、
市
長
提
出

議
案
３０
件
、
議
員
提
出
議
案
２
件
（
意
見
書
案
２
件
）、
請
願
５
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

議
案
等
の
審
議
結
果
は
８
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

今号の案内

令
和
８
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
案
は
、
本
会
議
最
終
日
の

３
月
26
日
に
提
案
・
審
議
さ
れ
、

全
員
賛
成
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

歳
出
で
は
、
主
に
熱
中
症
対

策
の
強
化
を
目
的
と
し
て
、
低

所
得
世
帯
お
よ
び
生
活
保
護
の

被
保
護
世
帯
に
対
し
て
エ
ア
コ

ン
設
置
に
係
る
費
用
の
助
成
お

よ
び
事
務
に
必
要
な
経
費
が
計

上
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
本
会
議
で
の
質
疑
か
ら
】

質
問　
本
事
業
の
申
請
か
ら
購

入
の
流
れ
に
つ
い
て
、
低
所
得

者
向
け
と
被
保
護
世
帯
そ
れ
ぞ

れ
ど
の
よ
う
な
申
請
手
順
に
な

る
の
か
伺
う
。

答
弁　
低
所
得
世
帯
に
つ
い
て

は
福
祉
総
務
課
、
被
保
護
世
帯

に
つ
い
て
は
、
生
活
福
祉
課
が

担
当
と
な
る
。

低
所
得
世
帯
、
被
保
護
世
帯

と
も
に
、
エ
ア
コ
ン
購
入
前
に

市
に
事
前
申
請
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
申
請
後
、
担
当
に
て
、

訪
問
調
査
を
実
施
す
る
。

そ
の
後
、
助
成
交
付
決
定
を

通
知
し
、
申
請
者
は
エ
ア
コ
ン

を
購
入
し
、
領
収
書
や
設
置
し

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
を

市
へ
提
出
す
る
。

購
入
の
際
、
東
京
ゼ
ロ
エ
ミ

ポ
イ
ン
ト
を
併
用
し
た
場
合
は
、

併
用
後
の
エ
ア
コ
ン
購
入
費
に

つ
い
て
助
成
対
象
と
な
る
。

質
問　
本
事
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
や
市
民
へ
の
周
知
に
つ
い
て

伺
う
。

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
は
、
３
月
11
日
の
厚
生
委
員

会
で
審
査
さ
れ
、
26
日
の
本
会

議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
か
ら
の
制
度
運

営
の
広
域
化
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
税
を
主
な
財
源
と
し
て
、

市
は
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納

付
金
を
都
に
収
め
て
い
る
中
で
、

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険
運

営
協
議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
、

国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
の
健

全
化
を
図
る
た
め
、
令
和
８
年

度
以
降
の
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
を
改
定
し
ま
し
た
。

【
委
員
会
で
の
質
疑
か
ら
】

質
問　
今
回
の
税
率
改
定
の
策

定
に
あ
た
り
、
工
夫
し
た
点
を

伺
う
。

答
弁　
低
所
得
者
に
対
す
る
保

険
税
軽
減
措
置
の
判
定
所
得
を

引
き
上
げ
、
経
済
動
向
等
の
影

響
で
従
来
の
軽
減
対
象
者
が
対

象
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
考
慮
し

た
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
そ

の
分
、
保
険
税
軽
減
措
置
に
該

当
し
な
い
中
間
所
得
者
層
へ
の

急
激
な
負
担
増
に
配
慮
し
た
保

険
税
の
賦
課
を
行
っ
て
い
る
。

質
問　
東
久
留
米
市
の
国
民
健

康
保
険
税
は
、
他
の
自
治
体
に

比
べ
て
高
い
状
況
に
あ
る
が
、

東
久
留
米
市
立
公
園
条
例
は
、

３
月
12
日
の
環
境
建
設
委
員
会

で
審
査
さ
れ
、
26
日
の
本
会
議

に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

現
行
の
東
久
留
米
市
都
市
公

園
条
例
で
は
、
指
定
管
理
者
制

度
や
Ｐ
ａ
ｒ
ｋ-

Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
公

募
設
置
管
理
制
度
）
と
い
っ
た

民
間
活
力
の
導
入
が
困
難
で
あ

る
こ
と
や
、
子
供
の
広
場
や
児

童
遊
園
等
の
施
設
は
、
都
市
公

園
条
例
と
異
な
る
規
程
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
管
理
さ
れ
て
い
る

た
め
、
事
務
の
煩
雑
化
に
加
え
、

利
用
者
に
と
っ
て
分
か
り
づ
ら

い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る

た
め
、
東
久
留
米
市
都
市
公
園

ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
あ
り

方
検
討
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま

え
、
現
行
の
東
久
留
米
市
都
市

公
園
条
例
と
東
久
留
米
市
立
児

童
遊
園
条
例
を
廃
止
し
、
新
た

に
東
久
留
米
市
立
公
園
条
例
を

制
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
条
例
の
附
則
に
お

い
て
、
東
久
留
米
市
都
市
公
園

条
例
お
よ
び
東
久
留
米
市
立
児

童
遊
園
条
例
の
廃
止
、
お
よ
び

こ
れ
ら
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ

い
て
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

【
委
員
会
で
の
質
疑
か
ら
】

質
問　
ど
の
よ
う
な
公
園
を
対

象
と
し
て
指
定
管
理
者
制
度
や

Ｐ
ａ
ｒ
ｋ-

Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
導
入
を

検
討
し
て
い
く
の
か
伺
う
。

答
弁　
東
久
留
米
市
都
市
公
園

ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
あ
り

方
検
討
報
告
書
で
は
、
基
幹
公

園
が
民
間
活
力
を
導
入
し
て
い

く
上
で
の
拠
点
と
な
る
公
園
と

し
て
お
り
、
民
間
資
金
・
民
間

活
力
は
、
基
幹
公
園
を
軸
に
し

た
導
入
を
想
定
し
て
い
る
。

市
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い

る
の
か
見
解
を
伺
う
。

答
弁　
被
保
険
者
の
減
少
傾
向

が
続
く
構
造
的
な
課
題
を
抱
え

る
一
方
、
決
算
補
塡
等
目
的
の

法
定
外
一
般
会
計
繰
り
入
れ
は

解
消
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下

に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
急
激

な
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
、

年
度
間
の
平
準
化
を
図
り
な
が

ら
国
保
財
政
健
全
化
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

答
弁　
５
月
１
日
か
ら
の
事
業

実
施
に
向
け
進
め
て
い
る
。
周

知
に
つ
い
て
は
、
４
月
中
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
周
知
と
、
５

月
１
日
号
の
広
報
に
掲
載
す
る
。

ま
た
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
関
係

機
関
や
部
署
の
窓
口
へ
の
チ
ラ

シ
の
設
置
な
ど
の
協
力
を
得
な

が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
通

じ
て
周
知
す
る
。

令
和
８
年
度
一
般
会
計

�

補
正
予
算
案
（
第
１
号
）
を
可
決

議場ミニコンサートが開催されました

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

�

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
可
決

東
久
留
米
市
立
公
園
条
例
を
可
決

　月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位など
で柔軟に利用できる、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が
３月１１日の厚生委員会で審査され、２６日の本会議において賛成多数で可
決されました。本案の可決により、令和 ８年 ４月より事業が開始されま
す。また、都の多様な他者との関わりの機会の創出事業（以下「都事業」）
について、こども誰でも通園制度の上乗せ事業となることに併せ、拡充
いたします。
　対象は、保育園や幼稚園などに通っていない ０歳 ６カ月～満 ３歳未満
のこども（都事業では保育所等の利用がない未就学児）で、こども １人
につき月１０時間の範囲内において、利用することができます。（都事業
では上限なし）
　利用にあたっては、市への認定申請が必要となり、認定後はこども誰
でも通園制度総合支援システムを通じて実施施設の検索を行います。都
事業の利用方法については、今後、市ホームページ等でお知らせしてい
く予定です。

今号のトピック

東久留米市特定乳児等通園支援事業の
運営に関する基準を定める条例を可決

市
長
の
所
信
表
明
に
対
す
る
総
括
代
表
質
問
…
…
２
面

令
和
８
年
度
の
予
算
審
査
、
予
算
案
に
対
す
る
各
会
派

の
意
見
表
明
・
賛
否
討
論
（
要
旨
）
…
３
・
４
・
５
面

一
般
質
問
「
市
政
の
こ
こ
が
聞
き
た
い
」
…
６
・
７
面

議
案
・
請
願
審
議
結
果
、
意
見
書
な
ど
…
…
…
…
８
面

２ 月２６日～ ３月２６日

令和８年
第１回定例会

一般会計予算案賛成多数で可決一般会計予算案賛成多数で可決
令和 ８年度


